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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２８年１１月１４日（平成２８年（行個）諮問第１７０号） 

答申日：平成２９年７月３１日（平成２９年度（行個）答申第７９号） 

事件名：本人に係る相談票の不訂正決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別表１の３欄に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象

保有個人情報」という。）の訂正請求につき，不訂正とした決定について，

諮問庁がなお不訂正とすべきとしている部分は，不訂正とすることが妥当

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）２７条１項の規定に基づく訂正請求に対し，平

成２８年８月１２日付け神労発基０８１２第１号により神奈川労働局長

（以下「処分庁」という。）が行った不訂正決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

各相談票の記載にもあるが，雇用契約違反・給与未払い・不当な職務命

令・ハラスメント・人権侵害等，雇用側からの被害を特定年月Ａから特定

労働基準監督署に相談し続けても何ら雇用側は十分な是正や解決をせず，

そればかりか更に審査請求人に対する職場の嫌がらせや犯罪が増長されて

いき，審査請求人がどの様な対応をしたかの説明義務を求めても「労働問

題相談者にこちらの対応の説明義務は無い。説明義務は無いので記録に残

る書面では一切説明しない。」と特定役職Ａに説明も拒否されていた。こ

のように特定労働基準監督署は特権が与えられているにもかかわらず   

職務を怠り，何一つ改善結果を出せず審査請求人の労働者の安全確保さえ

もできなかった。 

その結果，審査請求人は労働災害のせいで不可逆的な３回目の頚髄不全

損傷と外傷性外転神経不全麻揮を発症し，独立歩行できていたものが歩行

困難となり電動車椅子生活を余儀なくされ，両目の障害増悪の為に眼鏡と

サングラスが必要な状態となり，自筆で文章記載や自炊もままならないと

いう，身体障害の状態にまで陥らされてしまった。 
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この責任は，犯人や雇用側や医師達だけでなく，特定年月Ａから相談し

続けていたにもかかわらず，監督権や捜査権や逮捕権を行使しなかった特

定労働基準監督署の日本国民であり労働者であった審査請求人へ与えた不

利益に対する行政責任も非常に重い。 

加えて相談内容の保有個人情報（相談票）を開示してみると，審査請求

人が相談した内容をところどころ雇用者がわに都合よくされたもしくは相

談内容の焦点をぼやかされた虚偽記載が多くあり，審査請求人は保有個人

情報訂正請求を処分庁に行ったが，当日の事実確認ができない等の理由で

却下された。 

しかし，審査請求人の主張は事実であり，相談票の虚偽記載は本来の職

務目的を放棄して労働者を守るのでは無く単に相談票を書く事だけが仕事

と労働基準監督署の仕事と認識している様にしか見えず，労働問題の解決

にも至っておらず労働者を守る成果も出せていないのが事実であり，それ

どころか労働災害で労働者の健康を害する行為を間接的に幇助し，労働問

題を隠蔽している。 

当該の相談記録は，相談者と記述内容をパソコンで相互確認または記載

直後に確認をしながら残されたものではないし，複数の相談員に対応され

たものでも無く証人もおらず，記載後事実と相違無いと相談者から署名を

受けたものでも無い。 

「どうして相談しているのに，記録をその場で相互確認しながら効率良

く残さないのか？看護師は患者に了解を受けて，電子カルテに移動式パソ

コンで患者の実際の訴えと勘違いや記憶違いやズレが無いようにその場で

記録し，ＳＯＡＰ書式を使って患者の訴えはスピークのＳの欄にそのまま

の言葉を記載に残し，それに観察・アセスメント・プランを立て，総合的

にＰＤＣＡサイクルの様に常に対応している。後でメモを書類に起こすな

どは効率が悪く，その場で，相談者に確認もとれず，記載漏れや誤記載の

可能性もあり，どの様な対応をしてくれたのかも説明義務も無いと言われ，

相談者は自分の労働問題相談が適切に労働基準監督署で対応されているの

かの評価さえもできないので不利益だ。」 

という審査請求人からの質問にも，「今はメモだけとって後で時間がある

時に記録に残す。相談者へ記載内容を知らせる事は特にしていない」と

いう相談員からの，何も対応しなくとも記録さえ残しておけば身分や給

与には影響も無いというような，無気力な説明であった。 

  このように，労働基準監督署のシステムもしくは相談員の資質の為に，

審査請求人の相談の一部が公正に公文書に記録がされていないことは審

査請求人にとって甚だ不利益である。 

故に事実確認がとれないのは，審査請求人の責任では全く無く，労働基

準監督署の責任でしか無い。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

（１）本件審査請求人（以下，第３においては「請求人」という。）は，平

成２８年７月１４日付けで，神奈川労働局長（処分庁）に対して，法２

７条１項に基づき，「特定年月Ａ～特定年月Ｂにかけて毎月一回以上相

談を続けていた特定労働基準監督署の，請求人が雇用契約違反・賃金未

払い・労働条件・労働環境・不当な職務命令・ハラスメント（身体障害

者に対するハラスメント相談も含む）・病気休職手続き遅延と継続延長

と病気休職中の給与未払い・不当で一方的な解雇通知・労働審判裁判に

係る訴状や証拠説明書一式を相談資料として特定労働基準監督署職員に

２週間預けた等に関する，相談票及び添付資料や対応に関する資料一

切」（本件対象保有個人情報）に係る訂正請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が平成２８年８月１２日付け神労発基０８１２

第１号により不訂正決定（原処分）を行ったところ，請求人がこれを不

服として，平成２８年８月１６日付け（同月１８日受付）で審査請求を

提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，法３０条２項の規定により全部を不訂正とした原

処分については，一部を新たに訂正し，その余の部分については原処分を

維持して不訂正とすることが妥当と考える。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報について 

    本件対象保有個人情報は，別表１の１欄のとおり請求人が法１８条１

項の規定に基づく部分開示決定（平成２８年６月２４日付け神個開第２

８－６２号及び同日付け神個開第２８－９２号）により開示を受けた保

有個人情報である。 

    また，本件対象保有個人情報の内訳は，別表１の２欄のとおり請求人

から労働関係の相談を受けた際に，その内容を記録するために作成した

２８件の相談票及びその添付資料であり，一般に，相談票には受付年月

日，相談者氏名，住所，事業場（所）名，相談内容等が記録され，併せ

て，当該事案の処理方法に関する意見等も記載される。 

請求人は，訂正請求書において，「労働災害の認定判断に影響を与え

る，当時の劣悪な雇用・労働環境等の相談を記載した特定労働基準監督

署の相談票にも多くの虚偽記載があり私の基本的人権を踏みにじる行

為」等と主張しており，訂正請求の内容は別表２の１欄に掲げる通番１

ないし通番７である。 

このうち，別表２の１欄に掲げる通番２ないし通番７は，別表１の１

欄に掲げる開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の内容に対して
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訂正を求めるものである。 

一方，別表２の１欄に掲げる通番１については，別表１の２欄に掲げ

る開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が不足しているとし，追

加を求めるものである。訂正請求は，法２７条１項各号に掲げる保有個

人情報について，その内容が事実でないと思料するときに行うものであ

り，開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が不足していると思料

する場合には，当該開示決定に対する審査請求により不服を申し立てる

ことが法の予定するところである。したがって，請求人の別表２の１欄

に掲げる通番１に関する主張は，法２８条１項に基づく訂正請求におい

ては採用することはできない。 

なお，同一の開示決定に対して訂正請求や審査請求が重畳することを

避けるためにも，諮問庁において請求対象保有個人情報の記録された文

書について不開示とした部分を含め確認したところ，請求人が別表２の

１欄に掲げる通番１により求める記録は，認められなかった。 

また，念のため，追加すべきとされた内容が記録された文書の有無に

ついて確認したところ，請求人を本人とする個人に関する情報が含まれ

る行政文書ファイルには，請求人が主張する当該記録は認められず，さ

らには，請求人が特定労働基準監督署に訪問及び相談した事実について

も処分庁を通じて当時の所属職員等に聴取するも確認できなかったこと

を付記する。 

（２）訂正の要否について 

    法２９条は，訂正請求があった場合において，当該訂正請求に理由が

あると認めるときは，当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達

成に必要な範囲で，当該保有個人情報の訂正をしなければならないと規

定している。一方で，請求人は，開示を受けた保有個人情報のうち，

（ア）どの部分（「事実」に限る。）の表記について，（イ）どのよう

な根拠に基づき当該部分の表記が事実でないと判断し，（ウ）その結果，

どのような表記に訂正すべきと考えているのか等の，訂正請求を受けた

原処分庁が当該保有個人情報の訂正を行うべきか否かを判断するに足る

内容を，原処分庁に自ら根拠を示して明確かつ具体的に主張する必要が

あるとされている（平成２６年度（行個）答申第９１号）。 

   ア 別表２の１欄に掲げる通番５について 

     諮問庁において，本件対象保有個人情報が記載された特定年月日付

け相談票の「相談の内容」欄について，訂正請求に係る部分の確認

を行ったところ，請求人が訂正を主張する「特定傷病名の疑い」に

ついて記載された診断書があり，客観的事実として請求人が主張す

る事実が正確な事実であると判断できる。そのため，別表２の５欄

に掲げる通番５のとおり訂正すべきである。 
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イ 別表２の１欄に掲げる通番２ないし通番４，通番６ないし通番８に

ついて 

訂正請求書及び審査請求書において，対象となる保有個人情報が事

実と異なると判断できる具体的根拠は認めらない。また，処分庁に

おいて請求人の相談対応をした職員等に確認したところ，いずれの

事項についても，相談記録について事実に反する内容を記載したと

いう認識を持つ者はおらず，かつ，請求人からの聴取内容を意図的

にわい曲して記載したという事実も認められない。 

以上のことから，請求人が主張するような事実と相違する内容を記

載したと判断できる具体的な根拠がないと判断できるものである。 

     したがって，本件対象保有個人情報のうち別表２の１欄に掲げる通

番２ないし通番４，通番６ないし通番８に係る訂正請求については，

請求人からの訂正請求に理由があるとは認められず，法２９条の保

有個人情報の訂正をしなければならない場合には該当しない。 

４ 結論 

以上のとおり，法３０条２項の規定により全部を不訂正とした原処分に

ついては，別表２の１欄に掲げる通番５に掲げる部分を新たに訂正し，そ

の余の部分については，原処分を維持して不訂正とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年１１月１４日 諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成２９年７月６日   審議 

   ④ 同月２７日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件訂正請求及び原処分について 

  本件訂正請求は，審査請求人が法１２条１項に基づき，開示請求を行い，

平成２８年６月２４日付け神個開第２８－６２号及び同日付け神個開第２

８－９２号により一部開示決定がされた別表１の３欄に掲げる文書に記録

された本件対象保有個人情報について，別表２の３欄に掲げる部分の訂正

を求めるものである。 

  処分庁は，法２９条に規定する保有個人情報を訂正しなければならない

場合に該当しないとして，不訂正とする原処分を行ったところ，審査請求

人は，原処分の取消しを求めている。 

  これに対し，諮問庁は，別表２の１欄に掲げる通番５については，審査

請求人が主張する事実が正確な事実であると判断できるとして訂正するこ

ととし，その余の部分については，訂正請求に理由がないとして不訂正を

維持するとしている。 
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  そこで，本件対象保有個人情報のうち，諮問庁がなお不訂正を維持する

としている部分について，以下，訂正請求対象情報該当性及び訂正の要否

を検討する。 

２ 訂正請求対象情報該当性について 

（１）訂正請求の対象情報について 

訂正請求については，法２７条１項において，同項１号ないし３号に

該当する自己を本人とする保有個人情報について，その内容が事実でな

いと思料するときに行うことができると規定され，その対象は「事実」

であって，「評価・判断」には及ばないと解される。 

また，訂正請求者は，開示を受けた保有個人情報のうち，①どの部分

（「事実」に限る。）について，②どのような根拠に基づき当該部分が

事実でないと判断し，③その結果，どのように訂正すべきと考えている

のか等について，訂正請求を受けた行政機関の長が当該保有個人情報の

訂正を行うべきか否かを判断するに足りる内容を自ら根拠を示して明確

かつ具体的に主張する必要がある。そして，請求を受けた行政機関の長

が，当該訂正請求に理由があると認めるときは，法２９条に基づき，当

該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で，当

該保有個人情報の訂正をしなければならず，一方，訂正請求者から明確

かつ具体的な主張や根拠の提示がない場合や当該根拠をもってしても訂

正請求者が訂正を求めている事柄が「事実でない」とは認められない場

合には，「訂正請求に理由があると認めるとき」に該当しないと判断す

ることになると解される。 

（２）訂正請求対象情報該当性について 

ア 本件対象保有個人情報は，上記１のとおり，審査請求人が別途，法

に基づく保有個人情報開示請求を行い，開示を受けたものであること

から，法２７条１項１号に該当すると認められる。 

イ 次に，当審査会において本件対象保有個人情報を確認した結果を踏

まえ，別表２に掲げる訂正請求事項の内容が訂正請求の対象となる

「事実」に該当するかについて検討する。 

（ア）別表２の１欄に掲げる通番１について 

      当該訂正請求事項の内容は，保有個人情報の事実の訂正を求める

ものではなく，「特定年月に特定労働基準監督署を訪問し相談をし

たが，当該相談票が存在していないため，記載が必要である。」と

するものであり，当該保有個人情報に関連する保有個人情報の特定

に関わるものであって，事実でない情報について，その訂正を求め

るものではないから，訂正請求の対象とはなり得ないものである。 

（イ）その余の訂正請求事項について 

当審査会において，本件対象保有個人情報を確認したところ，本
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件訂正請求がされた部分（上記（ア）を除く。）は，特定労働基準

監督署で作成された，審査請求人からの労働相談に係る相談票であ

り，審査請求人からの相談に係る内容であることから，いずれも，

法２７条の訂正請求の対象となる「事実」に該当し，「評価・判

断」ではないと認められる。 

３ 訂正の要否について 

（１）法２９条は，当該訂正請求に理由があると認めるときは，当該訂正請

求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で，当該保有個

人情報の訂正をしなければならないと規定している。 

（２）諮問庁は，訂正の要否について，理由説明書（上記第３）の３（２）

において，以下のとおり説明する。 

訂正請求書及び審査請求書において，対象となる保有個人情報が事実

と異なると判断できる具体的根拠は認められない。また，処分庁におい

て審査請求人の相談対応をした職員等に確認したところ，いずれの事項

についても，相談記録について事実に反する内容を記載したという認識

を持つ者はおらず，かつ，審査請求人からの聴取内容を意図的にわい曲

して記載したという事実も認められない。 

以上のことから，審査請求人が主張するような事実と相違する内容を

記載したと判断できる具体的な根拠がないと判断できるものである。 

    したがって，本件対象保有個人情報のうち別表２の１欄に掲げる通番

２ないし通番４及び通番６ないし通番８に係る訂正請求については，審

査請求人からの訂正請求に理由があるとは認められず，法２９条の保有

個人情報の訂正をしなければならない場合には該当しない。 

（３）そこで，別表２の１欄に掲げる通番２ないし通番４及び通番６ないし

通番８に掲げる訂正請求に係る部分の訂正の要否について検討する。 

 当審査会において，審査請求人の保有個人情報訂正請求書を確認した

ところ，別表２の１欄に掲げる通番２ないし通番４及び通番６ないし通

番８に掲げる訂正請求は，審査請求人が行った相談について，相談内容

に係る記載の訂正を求めるものであると認められる。 

 当審査会において相談票の記載内容を確認したところ，当該欄は，担

当者が，相談の概要を記載するものであって，担当者が必要と判断した

情報を記載するものと認められる。 

ア 通番２，通番３及び通番８について 

  当該部分について，審査請求人は「虚偽記載の適切な訂正を求め

る」及び「適切な記載を求める。」と主張するのみであり，具体的な

訂正内容を主張していないことから，訂正を求める内容が明らかであ

るとは認められない。 

また，当審査会において，審査請求人の保有個人情報訂正請求書を
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確認したところ，同人が主張する当該部分の記載が発言内容と異な

っており，事実でないという客観的根拠は示されていない。さらに，

処分庁において審査請求人の相談対応をした職員等に確認したとこ

ろ，いずれの事項についても，相談記録について事実に反する内容

を記載したという認識を持つ者はおらず，かつ，審査請求人からの

聴取内容を意図的にわい曲して記載したという事実も認められない

とする諮問庁の説明には不自然，不合理な点は認められず，これを

覆すに足る事情も認められない。 

したがって，当該訂正請求は，法２９条に規定する「当該訂正請求

に理由があると認めるとき」に該当するとは認められない。 

イ 通番４，通番６及び通番７について 

     当該部分について，当審査会において，審査請求人の保有個人情報

訂正請求書を確認したところ，同人が主張する当該部分の記載が発

言内容と異なっており，事実でないという客観的根拠は示されてい

ない。 

     さらに，通番４及び通番７については，処分庁において審査請求人

の相談対応をした職員等に確認したところ，いずれの事項について

も，相談記録について事実に反する内容を記載したという認識を持

つ者はおらず，かつ，審査請求人からの聴取内容を意図的にわい曲

して記載したという事実も認められないとする諮問庁の説明には不

自然，不合理な点は認められず，これを覆すに足る事情も認められ

ない。 

     また，通番６については，当該記載は「特定地域」を指しており，

審査請求人の主張する事業場の所在地が「特定市」ではないものの，

「特定地域」ではないとまでは認められない。 

したがって，当該訂正請求は，法２９条に規定する「当該訂正請求

に理由があると認めるとき」に該当するとは認められない。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

５ 本件不訂正決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報の訂正請求につき，その全部を

不訂正とした決定については，諮問庁がなお不訂正とすべきとしている部

分は，法２９条の保有個人情報の訂正をしなければならない場合に該当す

るとは認められないので，不訂正とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表１ 

１ 開示

決定 

２ 

文書

番号 

３ 文書名 ４ 通頁 ５ 訂正

請求部分

（別表２

の１欄） 

神個開第

２８－６

２号 

 

 

 

 

１ 相談票（特定年月日Ａ受付） １ないし９ 通番２ 

２ 相談票（特定年月日Ｂ受付） １０及び１１   

３ 相談票（特定年月日Ｃ受付） １２ないし１６   

４ 相談票（特定年月日Ｄ受付） １７及び１８   

５ 相談票（特定年月日Ｅ受付） １９及び２０   

６ 相談票（特定年月日Ｆ受付） ２１ないし２４ 通番３ 

７ 相談票（特定年月日Ｇ受付） ２５及び２６   

神個開第

２８－９

２号 

８ 相談票（特定年月日ａ受付） ２７及び２８   

９ 相談票（特定年月日ｂ受付） ２９及び３０ 通番４ 

１０ 相談票（特定年月日ｃ受付） ３１及び３２ 通番５ 

１１ 相談票（特定年月日ｄ受付） ３３及び３４   

１２ 相談票（特定年月日ｇ受付） ３５及び３６   

１３ 相談票（特定年月日ｅ受付） ３７及び３８   

１４ 相談票（特定年月日ｆ受付） ３９及び４０   

１５ 相談票（特定年月日ｈ受付） ４１及び４２   

１６ 相談票（特定年月日ｉ受付） ４３及び４４   

１７ 相談票（特定年月日ｊ受付） ４５及び４６   

１８ 相談票（特定年月日ｋ受付） ４７及び４８ 通番６及

び通番７ 

１９ 相談票（特定年月日ｌ受付） ４９及び５０ 通番８ 

２０ 相談票（特定年月日ｍ受付） ５１及び５２   

２１ 相談票（特定年月日ｎ受付） ５３及び５４   

２２ 相談票（特定年月日ｏ受付） ５５及び５６   

２３ 相談票（特定年月日ｐ受付） ５７及び５８   

２４ 相談票（特定年月日ｑ受付） ５９及び６０   

２５ 相談票（特定年月日ｒ受付） ６１及び６２  

２６ 相談票（特定年月日ｒ受付） ６３ないし６４  

２７ 相談票（特定年月日ｓ受付） ６５及び６６   

２８ 相談票（特定年月日ｔ受付） ６７ないし６８   

 



 

 10 

別表２   

１ 

通番 

 ２ 通

頁 

３ 該当箇所 ４ 訂正請求を求める内

容 

５ 諮問

庁による

訂正 

１ ― ― 特定年月日の相談票の作

成 

 

２ １ 特定年月日Ａ相談票：

相談員Ｘの記載部分 

「３／３１になって，

４／１から正社員とし

て採用できず，４月度

は非常勤職員になるこ

と。」 

虚偽記載の適切な訂正を

求める。 

 

３ ２１ 特定年月日Ｆ相談票：

相談員Ｙの記載部分 

「３月３１日の夜に電

話が来て，いきなり，

申請が間に合わなかっ

たので，嘱託にすると

言われ…」 

虚偽記載の適切な訂正を

求める。 

 

４ ２９ 

（２－

３） 

特定年月日ｂ相談票：

相談員Ｚの記載部分 

「①（記載略）②（記載

略）③（記載略）」の順

番を「③（記載略）②

（ 記 載 略 ） ① （ 記 載

略）」の順番に訂正を求

める。 

 

５ ３１ 

（２－

５） 

特定年月日ｃ相談票：

相談員ｘの記載部分 

「特定傷病名Ａの疑い」

ではなく，「特定傷病名 

Ｂの疑い」への訂正を求

める。 

訂正済み 

６ ４７ 

（２－ 

２１） 

特定年月日ｋ相談票：

相談員ｙの記載部分 

「特定市」の病院ではな

いので訂正を求める。 

 

７ 同上 同上 「（記載略）」との記述

があるが，その様な話は

していないので訂正を求

める。 
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８ ２３ 

（２－ 

２３） 

特定年月日ｌ相談票：

相談員ｚの記載部分 

適切な記載を求める。  

 


